
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

2019年 度 事 業 報 告 書

特定非営利活動 人インターナショナル・セイル・アンド・パワー・アソシエーシa!'lrr\>

1 事業の成果

マリーナでの情報提供、ウェプの充実等、クルージングライフスタイルの普及・啓蒙活動を継続的に実施。
2017年 よリプログラム主催を開始したオーストラリア・クィーンズランド州における ISPAヤ ングマリナープログラム・
トールシップコースは参加希望者が予定人数に満たなかったため中止となったが、瀬戸内海にて同帆船国内コースを 5月 に
開催、横須賀基地を中心とした日米交流を目的とした非営利団体 Ъkosu■a Cound onAma P“ 五c Stuこos CCAP9の協
力を得、日本人と米国人の若者を迎えて実施した。
さらにYCAPSと の協力活動として8月 に石川県・七尾湾にてISPAヤングマリナー・キールボー トコースを開催、日本人
と米国人の若者による教育・国際交流活動の一環とした。
また 2017年から継続して実施しているこれらISPAヤングマリナーコースに参加する若者支援を目的とした一般市民向け
チャリティー体験セーリングを春秋 2回 横浜ベイサイ ドマリーナにて実施した。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【 5,781】 千円)

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【 01千円)

定欣
さ
事

に記載
れた
業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受盃
対象者
人数

事業費
(千円)

クルージングライフ

スタイル・

クルージングスポー
ツに関す る広報、啓
蒙、情報提供事業

クルージングライフスタイル・クルー

ジングスポーツとは何かについて、ロ
コミ、パンフレットの配布、専門誌広

告、ホームページの拡充、
SNSの利用などによる継続的な情報
の提供。

通年
全国

各地
5人

不特定

多数 100人 3,988

インス トラクター及
びインス トラクター

指導員の姜成に関わ
る事業

ISPAイ ンストラクターに関する基礎

情報を広く一般に提供。
インストラクター候補者を発堀、養成
コースを紹介。

通年
全国

各地
2人 希望者 10人 96

クルージングライフ

スタイル・

クルージングスポー
ンに関するセ ミナー

等の開催事業

関連団体等との連携により、一般の未
経験者及び経験者を対象とするクル
ージング関連セミナー等開催への協
力。

通年
全国

各地
2人

不特定

多数 30人 0

プログラムスタンダ
ー ドの維持に関する
事業

ISPA公認教材のインス トラクター及

び公認スクールヘの配布・販売。
公認インス トラクターの技術基準維
持。

通年
全国

各地
2人 希望者 50人 1,697

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)

インス トラクターの

トレーニング活動に

関する援助事業

インス トラクター名簿の管理

通年 事務所 2人 0



書式第 14号 (法第 28条関係)

2019年度 活動計算書 (そ の他事業が墨 場合)

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 htornational Sall Md恥
"「

A6SOCiatiOn Japan

特定非営利活動に係る事彙 その他事業
科 目

金  額 小計・合計 金  ■ 小計・合計
合針

個人正会員受取会費 387,580
437.500

825.000 825.000

554.376
554,371 554.376

(1)ク ルージングライフスタィル・クルージングスポーツ
に関する広報、啓蒙、情報提供事業

(物品販売収入)

(イ ベント参加費)

(2)ク ルージングライフスタイル・クルージングスポーツ
を通じた教育および国際交流事業

(手数料)

(コ ンナルティング料)

(3)イ ンストラクター及びインストラクター指導員の養成
に関わる事業

(カ ード発行収入)

(4)プ ログラムスタンダードの維持に関する事業
(教材収入)

(登録料)

(年間公認料)

10,240
140,000

10,000
587.320

2.441.156
00,000
80,000

074.280

35,200

3,700.:96 3,700.106

98
98 98

5.007_75`

(1)人件■
給料手当

_盤立福利費
l.080,000

5.422

1.085,422 1.085,42

(2)その引田[■
物品売上原価
教材購入費
カード発行費
広告宣伝費
会議費
旅費交通費
通信費
消耗品費
事務用品費
修繕費
水道光熱費
支払手数料
賃借料
保険料
会場使用料
雑費

__雑担迭
=___

20,710
1,697,200

96.000
87.274
41,144
104,976
190,024
63,682
23.148

229,819
83,444
195,102

1,118,806
25,344
26.500
97,781

587.000

4,G“ ,44 4.6“ ,4:“

5.701.87 5.78:.0¬
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∞

:25,602 :25,0021

2

給与手当
法定福利費

交陳費
旅費交通費
修繕費
議会費
賃借料
保険料
租税公課
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書式第 15号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

ffiErFtfrlE$El\ lnternationa I Sa i I And Po;er As6ooiat ion Japan

2019年度 貸借対照表

ロ田

2

の

現金預金
棚卸資産
前払費用

4,040,024
172,043

86,570
589,730

157.408
157,408

157_4

【A】 資 産 合 計 ①+② 5,045.775

未払金

2

1,790,373

59,740

3,500,000

5,350,■

828,479
-1,132,817

-2

正

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B… 1】 +【 B-2】 5,045,フ フ5
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16 28

2019年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 intornational Sail And P"or Asso● iation Japan

重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準 (2010年 7月 20日  2011年 11月 20日 一部改正 NPO法人会計基準協議会)に
よっています。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2)消 費税等の会計処理
消費税等及び地方消費税の会計処理は、税込経理によっております。

2.事 業別損益の状況

使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。
当法人の正味財産は-304,338円 ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

科 目
事業 事 業 事業 事業

事業部門計 管理部門 合計

3,708,196
98

825,080
554,376

825,080
554,376

3,708,196
98

3.708.196 1,379,554 5,087,750

1,080,000
5,422

1,200,000
6,024

5,000
1.086.422 125,602 1,211,024

20,710
1,697,200

96,000
87.274

41,144
104,976

198,024

63.682

23.148

229,8191

83,4441

195,1021

1.118.8061

25,8441

26,500

97,781

587,000

2,894

11,664

25,535

124,311

2,871

5,414

129,600

10,800

20,710

1,697,200
96,000

87,274
2,894

41,144
116,640

198,024

63,682
23,148

255、 3541

83.4441

10.8001

195.1021

1.243.1171

28.7151

5.4141

129,6001

26.5001

97.7811

587.0001

313.089 5,009,543
438.691 6.220.567

I 経常収益
1.受取会費
2.受取寄附金
3.事業収益
4.そ の他収益
経常収益計

Ⅱ 経常費用
(1)人件費

給料手当
法定福利費
福利厚生費
人件費計

(2)そ の他経費
物品売上原価
教材購入費
カー ド発行費
広告宣伝費
交際費
会議費
旅費交通費
通信費
消耗品費
事務用品費
修繕費
水道光熱費
議会費
支払手数料
賃借料
保険料
租税公課
支払報酬料
会場使用料
雑費
雑損失
その他経費計

経常費用計

当期経常増減額 -1, 132,817

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■|

‐ ‐ ‐ ‖ ■ ■ ‐ ‐ ‐ ‐ ‖ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ■■‐ ‐ ‐ ‐ ■■‐ ‐

内容 当翔増加額 当期減少額 期末残高 備 考

-587.000 -587,000
公益財団法人

日本財団助成金

合計

日本財団より2017年度交付を受けた助威
金12∞万円のうち、330万 2.αЮ円の返還
不要が確定しております。2017年度及び
2018年 度に受取助威金に計上した合計
額3“万0,000円との差額58万フ,000円 は
雑損失に計上しております。返遺■務が
確定した809万 a∝Ю円については、2019
年度中に週遺しております。

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必
要な事項

事業費と管理費の接分方法

経理に係る給料手当、法定福利費、旅費交通費、修繕費、保険料については従事割合 (9:1)に より核分し、事務
所賃科については面積割合 (9:1)に より核分しました。福利厚生費、交際費、議会費、租税公課、支払報酬料は
管理費とし、上記以外のものを事業費としました。

=亜
互亘亜

=璽
亜コ

「 =琢
万両団

=壼
璽亜コ

所百房扁¬



書式第 17号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

ffiErFgfllESE  lnternational Sail And Porer Association Japan

2019年度 財産目録

金

34,413
2,517,048
1,488,563

4,040,024

４

一

172,043

86,570
86,570

敷金

1 分

2
1

み ほ 金

用

2020事務

現金預金

手元現金
みずほ銀行普通預金

棚卸資産
Tシヤツ

フラッグバージ

未収入金

教材収入
カー ド作成料
バージ

547,020
35,710
7.000

589,730

4.388.367

157.408
157,408

157_403

【A】 資 産 合 計 ①+② 5,045,775

1,697,200
32,600

17,493
16,080

27,000

1,790,373

長期借入金
ン ドバ レー

2

公認スクール

預 り金

給料手当源泉所得税預り金
ンス ト

未払金
教材購入費
カー ド発行費
スタッフ立替通信費
スタッフ立替旅費交通費

59,740

1.850,113

3,500,000
3,500,000

3.駅Ю_000

【B-1】 負 債 合 計 ③+④ 5,350.113

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】 -304,338
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書式第 18号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

2019年 度年間役員名簿 J世:篇鷹[だ野雛 騒Iξttξ需″蠣露翻麗需
断エ

特定非営利 動法人インターナショナノレ・セイル・

アンド・パワー・アソシエーション・ジヤパン

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第20条関係)

□各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

役  名

どちらかに

O

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間

報酬 を受けた期

間
(該 当者のみに記

入 )

氏   名

⌒

理ダ 監事

ツチヤ イブキ 2019年  1月  1日

2019年 12月 31日

年  月

年  月

日

日土屋 伊吹

監事

ロバー ト センドー 2019年  1月  1日

2019年 12月 31日

年  月

年  月

日

日ロバー ト センドー

′
¨
ヽ

こヲ・監事
ナカムラ シュウジ 2019年  1月  1日

2019年 12月 31日

年  月

年  月

日

日中村 秀治

′
４

⌒

こョナ監事
オカダ ゴウゾウ 2019年  1月  1日

2019年 12月 31日

年  月

年  月

日

日岡田 豪三

監事
ムラセ ヤスフミ 2019年  1月  1日

2019年 12月 31日

年  月

年  月

日

日村瀬 保文

´
● 監事

アサヌマ ヒデヒコ 2019年  1月  1日

2019年 12月 31日

年  月

年  月

日

日浅沼 秀彦

監事

カノウ トモヒサ 2019年  1月  1日

2019年 12月 31日

年  月

年  月

日

日
加納

(小原

朋尚

朋尚)

０
０ 監事

l-.e+li =.eru 2019年  1月  1日

2019年 12月 31日

年  月

年  月

日

日友具 衛

ｑ

） 〇薔
マメカワ マサオ 2019年 1月  1日

2019年 12月 31日

年  月

年  月

日

日
豆川 正雄
(豆川 雅生)

事

事



書式第 18号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

ｎ

）
監事

ミナ ミヤマ E E.a+

南 山 宏之

2019年  1月  1日

2019年 12月 31日

年  月

年  月

日

日

監 事
イマイ ツネオ

今井 常夫

2019年  1月  1日

2019年 12月 20日

年  月

年  月

日

日

理事〈Ft
コバヤシ

ヘイハチロウ

小林 平人郎

2019年  1月

2019年  6月

1日

1日

年  月

年  月

日

日

理 事
ホンダ タツヤ

本多達也

2019年 4月  1日

2019年 12月 31日

年  月

年  月

日

日

ヨ

事



書式第4号 (法第 10条・第 28条関係)

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

レ・セ ル・アンド・
くワ ア ソ エ シ ン ヤ ′ ン′ ヨ

氏   名 住 所 又 は 居 所

1
岡田豪三

2 宮本二郎

3 村瀬保文

4 亀山圭二

5
亀山恵理子

6 中村秀治

7
土屋伊吹

8
ロバー トセンドー

9 山本龍雄

10
和国恵子

11
友員衛

ン




